
（１）事業概要 

 平成１８年度から創設された指定管理者制度を使って、市
内１，０００か所を超える街区公園に指定管理者制度を導入
することを通じて、受け手となる町内会の活性化、公園への
愛着の醸成、より多くのにぎわい・交流の創出、効率的な維
持管理などの推進に取り組んできた。 

 第一期が平成２２年から２５年の４か年、第２期が平成２６
年から平成３０年の４か年の指定管理者制度の指定期間と
なっている。 

 現在は第２期の指定管理者が選定・維持管理業務にあたっ
ており、当初の目的に対する一定の目標達成・政策効果を実
現している。 

（２）特徴・ポイント 

・公園に身近な町内会によるきめ細かな対応（サービスの質
の向上） 

 街区公園の維持管理において、近所の住民がその維持管
理に当たることによって、きめ細かな維持管理・対応が可能と
なった。これまでの行政の窓口へ持ち込まれる苦情・要望に
比べ、指定管理者（町内会等）が対応することで、公園利用
者の意識・姿勢に変化がみられる。 

・公園の利用者から維持管理の当事者としての意識醸成 

 １期４か年の維持管理業務を担うことにより、これまであま
り詳しくわからなかった公園管理の業務内容に対する技術・
理解度が高まり、新たな担い手＝当事者としての意識啓発・
醸成につながっている。指定管理者（町内会等）同士の横連
携の情報交換なども始まっており、新しい公園管理のあり方
の萌芽がみられる。 

・町内会等にとってのメリットづくり 

 これまで公園の清掃等に協力する「清掃等報奨金交付団
体」に比べ、業務範囲は広がるものの、経済的なメリットがあ
ることで、町内会等にとっても活性化のきっかけとなっている。 

公民連携による都市公園再編成事業による魅力・効率性の同時実現（北九州市） 

■事業の主な内容 

項目 内容 

事業名 きら公園 

発注者 北九州市 

事業内容 ●対象施設 
【住区基幹公園１，０８０か所・３３７．４４ｈａ】 
・全市で街区公園が１，０１９か所・１７２．２７ha 
・近隣公園が４９か所・１０４．５１ｈａ 
・地区公園が１２か所６０．６６ha 
【都市基幹公園が１３か所・２８６．２０ｈａ】 
・総合公園が８か所・１８２．０６ｈａ 
・運動公園が５か所・１０４．１４ｈａ 
【特殊公園 １３か所・１２７．８０ha】 
【広域公園 ２か所・１２５．４５ｈａ】 
【都市緑地 ７２か所・６６ha】 【緑道 ８か所・１９．１６ha】 
このうち、街区公園に関して、公園管理等に貢献してきた地元町内
会等へ指定管理を行う。 
●業務内容 
（１）定型的業務（通常業務） 
   ・維持管理業務（清掃、除草、巡回、点検／中低木管理、 
              便所掃除、ごみ処分） 
   ・利用調整業務（運動施設の利用指導等、苦情処理） 
（２）不定期業務 
   ・維持管理（高木管理（支障木の剪定）、病害虫の駆除、 
           災害時等の応急作業） 

事業方式 指定管理者制度 

事業期間 直近では平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの４年間 

VFM 平成２５年度の業務実施状況の概要・評価によると 

４２公園（平成２２年から平成２５年度の４か年の指定管理）全体の 

指定管理料 １，１８６万１千円。 

町内会の活性化等を含めた成果が創出された。 
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